
                             

大阪市動物愛護推進会議開催要綱 

 

（目的） 

第１条 「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和４８年法律第１０５号）第３９条の

規定に基づき、動物愛護推進員（以下「推進員」という）の委嘱の推進、同推進

員の活動に対する支援等を行い、動物の愛護及び管理、動物の適正飼養を推進す

るために、大阪市動物愛護推進会議（以下「会議」という。）を開催する。 

 

（会議の委員） 

第２条 会議の委員は、動物に関する専門の学識経験を有する者、動物愛護の推進に識

見を有する者、動物愛護を目的とする公益法人及び獣医師会等の団体に属する者

その他大阪市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱（委託）する。 

 

（座長） 

第３条 会議の座長は、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

 

（専門部会） 

第４条 市長は、専門的事項の検討について必要があるときは、専門部会を開催するこ

とができる。 

 

（意見の聴取） 

第５条 市長は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

 

（施行の細目） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は健康局長が定める。 

  

 

附則 

（委員任期） 

    この要綱により最初に委嘱･任命を行った委員の任期については、第４条１項の

規定にかかわらず、平成１７年３月３１日までとする。 

（施行期日） 

この要綱は、平成１５年３月２５日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成２４年３月１２日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

    この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


